
公
的
年
金
か
ら
の
個
人
住
民
税
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す 

表１　所得による納付方法の違い 

※個人住民税の年税額（Ａ＋Ｂ）は、所得の種類
　により納付方法が決定されます。 
（Ａ）公的年金所得に対する個人住民税額 
　　 
　　公的年金から特別徴収されます。 
（Ｂ）公的年金所得以外の給与所得や事業所得な
　　どに対する個人住民税額 
　 
　　公的年金からの特別徴収の対象外となり、
　　口座振替または納付書で納付していただく
　　ことになります。 

特別徴収制度イメージ図 税額分を差し引いた年金 
が支給されます 

年金保険者が年金から住民税を天引きし、加東市へ直接納入します 

社会保険庁など 
（年金保険者） 

 

年金受給者 

加東市 

※市役所や金融機関で行っ
　ていただいていた納付の
　手続きが不要になります 

特別徴収の徴収方法 
【特別徴収の開始年度（平成21年度）】 
①特別徴収の開始年度である平成21年度については、上半期（6月と8月）に年税額の1／2を普通徴収（口座振
　替や納付書により市役所窓口または金融機関で納付していただく方法）で納付していただきます。 
②下半期（10月・12月・2月）に年税額の1／2を特別徴収します。 

■モデルケース（平成21年度の公的年金にかかる年税額が30,000円の場合） 

徴収方法 

期 

徴収月 

税額 

－ 

 

平成21年4月 

－ 

平成21年6月 

8,000円 

平成21年8月 

7,000円 

平成21年10月 

5,000円 

平成21年12月 

5,000円 

平成22年2月 

5,000円 

普通徴収 特別徴収 

下半期 上半期 

年税額の1/4ごと 年税額の1/6ごと 

【特別徴収継続年度（平成22年度）】 
①継続して特別徴収される平成22年度については、上半期（4月・6月・8月）に前年度2月の税額（モデルケー
　スでは5,000円）と同額を仮徴収として特別徴収します。 
②下半期（10月・12月・2月）は、年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の1／3ずつを特別徴収します。 

■モデルケース（平成22年度の公的年金にかかる年税額が24,000円の場合） 

徴収方法 

期 

徴収月 

税額 

平成22年4月 

5,000円 

平成22年6月 

5,000円 

平成2年8月 

5,000円 

平成22年10月 

3,000円 

平成22年12月 

3,000円 

平成23年2月 

3,000円 

特別徴収（仮徴収） 特別徴収（本徴収） 

下半期 上半期 

前年度2月に徴収した額と同額 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3ごと 

平成21年の区長（自治会長）が決まりました 
（平成２１年２月２日現在：敬称略） 
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宮 島 義 晴  
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大 島 巧 男  
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河 野 龍 司  
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田 中 正 敏  
北 野 忠 敬  
針 木 　 功  
水 口 逸 男  
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永　福　台 
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森 
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岡　　　本 
岩　　　屋 
森　　　尾 
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栄　　　枝 
厚　　　利 
松　　　沢 
東　垂　水 
大　　　畑 
蔵　　　谷 
薮 

依　藤　野 
嬉　野　東 

今 村 孝 仁 
橋本加一郎 
松 尾 　 博  
山 口 邦 一  
時本日出見 
石 井 　 保  
坂 本 和 典  
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藤 井 　 恵  
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地　区 区　長 

氏名の太字表記は代表区長 
（◎：区長会長　○：同副会長） 
 

　
平
成
二
十
一
年
四
年
一
月
か
ら
、

国
民
健
康
保
険
（
六
十
五
歳
か
ら
七

十
四
歳
の
一
定
条
件
を
満
た
す
世
帯

主
が
対
象
）
お
よ
び
長
寿
医
療
制
度

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
の
保
険

料
の
納
付
方
法
が
、「
年
金
か
ら
の

天
引
き
」
か
「
口
座
振
替
」
の
い
ず

れ
か
の
選
択
制
と
な
り
ま
す
。
 

　
こ
れ
ま
で
か
ら
、「
年
金
か
ら
の

天
引
き
」
と
な
る
方
に
つ
い
て
、
一

定
の
条
件
を
満
た
す
方
に
つ
い
て
は
、

口
座
振
替
で
の
納
付
が
可
能
と
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
条
件
の
一
部

が
緩
和
さ
れ
納
付
方
法
を
選
択
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
 

 変
更
内
容
 

【
変
更
前
】
 

　
こ
れ
ま
で
は
、
世
帯
主
・
配
偶
者

が
、
ご
本
人
（
年
金
収
入
百
八
十
万

円
未
満
の
方
）
に
代
わ
っ
て
納
付
さ

れ
る
場
合
に
限
っ
て
、
口
座
振
替
が

可
能
で
し
た
。
 

【
変
更
後
】
 

　
被
保
険
者
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯

主
名
義
の
口
座
と
い
う
限
定
が
な
く

な
り
、
希
望
さ
れ
る
口
座
か
ら
振
り

替
え
に
よ
り
納
付
い
た
だ
け
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。（
長
寿
医
療
制
度

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
収
入
制
限
も
な

く
な
り
ま
し
た
）
 

※
た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
税
・
長

　
寿
医
療
制
度
の
保
険
料
に
未
納
が

　
あ
る
場
合
は
、
「
年
金
か
ら
の
天

　
引
き
」
が
継
続
と
な
り
ま
す
。
 

 手
続
き
方
法
 

　
加
東
市
公
金
取
扱
金
融
機
関
で
、

口
座
振
替
納
付
依
頼
書
（
郵
便
局
以

外
）
ま
た
は
加
東
市
税
金
等
自
動
払

込
利
用
申
込
書
（
郵
便
局
）
を
提
出

し
て
い
た
だ
い
た
後
に
、
金
融
機
関

提
出
書
類
の
お
客
様
控
え
の
用
紙
と

印
鑑
、
被
保
険
者
証
を
各
庁
舎
窓
口

セ
ン
タ
ー
へ
ご
持
参
い
た
だ
き
、
申

請
書
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

【
加
東
市
公
金
取
扱
金
融
機
関
】
 

み
な
と
銀
行
・
三
井
住
友
銀
行
・
三

菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
・
中
兵
庫
信
用

金
庫
・
日
新
信
用
金
庫
・
姫
路
信
用

金
庫
・
兵
庫
県
信
用
組
合
・
み
の
り

農
業
協
同
組
合
・
郵
便
局
 

 四
月
か
ら
の
変
更
を
希
望
さ
れ
る

方
は
一
月
中
に
手
続
き
を
 

　
一
月
三
十
日
（金）
ま
で
に
口
座
振
替

へ
の
変
更
を
申
請
さ
れ
た
方
に
つ
い

て
は
、
四
月
分
以
降
の
年
金
か
ら
の

天
引
き
が
中
止
と
な
り
、
口
座
振
替

と
な
り
ま
す
。
 

※
前
記
の
期
限
を
過
ぎ
て
か
ら
申
請

　
さ
れ
た
場
合
は
、
六
月
分
以
降
の

年
金
か
ら
の
納
付
が
変
更
と
な
り
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
 

国
民
健
康
保
険
税
の
問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
税
務
課（
社
庁
舎
）

　
1
４
３
・
０
３
９
７

長
寿
医
療
制
度
の
問
い
合
わ
せ

　
市
民
生
活
部
保
険
・
医
療
課

　
（
滝
野
庁
舎
）

　
1
４
８
・
３
０
０
４

　
税
制
の
改
正
に
よ
り
、
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
の
納
税
に

つ
い
て
、
納
付
を
よ
り
便
利
に
行
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
６５
歳
以

上
で
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
、
個
人
住
民
税
の
納
税
義
務
の
あ
る
方
に

対
し
て
、
平
成
２１
年
１０
月
か
ら
、
個
人
住
民
税
を
公
的
年
金
か
ら
天
引

き
（
特
別
徴
収
）
す
る
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
 

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方
 

　
そ
の
年
度
の
初
日
（
４
月
１
日
）

に
お
い
て
、
年
齢
が
６５
歳
以
上
の
公

的
年
金
受
給
者
で
、
年
額
１８
万
円
以

上
の
老
齢
基
礎
年
金
等
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
 

　
な
お
、
次
の
条
件
に
該
当
さ
れ
る

方
は
、
特
別
徴
収
の
対
象
外
と
な
り

ま
す
。
 

①
老
齢
基
礎
年
金
等
の
給
付
の
年
額

　
が
１８
万
円
未
満
の
方
 

②
介
護
保
険
の
保
険
料
を
年
金
か
ら

　
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
て
い

　
な
い
方
 

③
公
的
年
金
に
か
か
る
個
人
住
民
税

　
額
（
特
別
徴
収
税
額
）
が
、
老
齢

　
基
礎
年
金
等
の
給
付
額
の
年
額
を

　
超
え
る
方
 

特
別
徴
収
さ
れ
る
税
額
 

　
公
的
年
金
所
得
に
対
す
る
個
人
住

民
税（
所
得
割
額
お
よ
び
均
等
割
額
） 

※
公
的
年
金
以
外
の
給
与
そ
の
他
の

　
所
得
の
税
額
は
、
公
的
年
金
か
ら

　
の
特
別
徴
収
の
対
象
外
と
な
り
ま

　
す
。
 

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
公
的
年
金
 

　
老
齢
基
礎
年
金
等
で
、
老
齢
ま
た

は
退
職
を
要
件
と
し
て
支
給
さ
れ
る

年
金
 

※
複
数
の
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て

　
い
る
場
合
は
、
受
給
さ
れ
て
い
る

　
す
べ
て
の
公
的
年
金
に
対
す
る
税

　
額
の
合
計
額
を
、
老
齢
基
礎
年
金

　
等
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
ま
す
。
 

　
　
な
お
、厚
生
、共
済
お
よ
び
企
業

　
年
金
な
ど
の
報
酬
比
例
部
分
の
年

　
金
か
ら
は
特
別
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

特
別
徴
収
の
開
始
時
期
 

　
平
成
２１
年
１０
月
支
給
分
の
公
的
年

金
か
ら
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
 

※
公
的
年
金
か
ら
の
個
人
住
民
税
の

　
特
別
徴
収
制
度
で
は
、
納
税
義
務

　
者（
年
金
受
給
者
）が
納
付
し
て
い

　
た
だ
く
べ
き
個
人
住
民
税
を
、
社

　
会
保
険
庁
な
ど
の「
年
金
保
険
者
」

　
が
直
接
市
区
町
村
へ
納
入
し
ま
す
。
 

　
　
年
金
を
受
給
さ
れ
る
方
に
は
、

　
年
金
額
か
ら
特
別
徴
収
税
額
を
差

　
し
引
い
た
差
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
 

※
平
成
２１
年
度
に
お
い
て
特
別
徴
収

　
さ
れ
る
公
的
年
金
の
種
類
お
よ
び

　
徴
収
税
額
な
ど
は
、
平
成
２１
年
６

　
月
に
お
送
り
す
る
決
定
通
知
書
に

　
よ
っ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
税
務
課（
社
庁
舎
）

　
1
４
３
・
０
３
９
７
 

   ①
６５
歳
以
上
の
公
的
年
金
を
受
給
さ

　
れ
て
い
る
方
の
う
ち
、
個
人
住
民

　
税
の
納
税
義
務
の
な
い
方
（
住
民

　
税
の
か
か
ら
な
い
方
）
は
、
特
別

　
徴
収
制
度
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
 

②
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度

　
の
導
入
は
、
納
税
方
法
が
変
更
さ

　
れ
る
だ
け
で
す
の
で
、
新
た
に
税

　
の
負
担
が
増
え
る
こ
と
は
あ
り
ま

　
せ
ん
。
 

③
公
的
年
金
か
ら
の
個
人
住
民
 

　
税
の
特
別
徴
収
制
度
で
は
、
 

　
納
付
方
法
は
選
択
で
き
ま
せ
ん
。
 

※
左
の
表
１
の
と
お
り
、
所
得
の
内

　
容
に
よ
り
年
税
額
を
分
割
し
て
納

　
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
公
的
年
金

　
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度
は
、
国
民

　
健
康
保
険
税
や
長
寿
医
療
制
度
の

　
保
険
料
の
よ
う
に
、
口
座
振
替
な

　
ど
納
付
方
法
を
選
択
し
て
い
た
だ

　
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

　
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

※
現
在
、
市
税
を
口
座
振
替
で
納
付

　
さ
れ
て
い
る
方
で
も
、
公
的
年
金

　
の
所
得
に
対
す
る
税
額
に
つ
い
て

　
は
、
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
る

　
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

制
度
の
ポ
イ
ン
ト
 


